
資料１ 

石狩市･厚田村･浜益村合併協議会委員名簿 

 
 

選出区分 職  名  等 氏   名 備    考 

石狩市長（会長） 田 岡 克 介  

厚田村長（副会長） 牧  野  健  一  
第１号委員 

（市村長） 
浜益村長（副会長） 木  村  康  美  

石狩市議会議長 織  田  展  嘉  

厚田村議会議長 藤 田   満  
第２号委員 

（議会議長） 
浜益村議会議長 工 藤 榮 一  

石狩市議会議員 加 納 洋 明  

石狩市議会議員 堀 江   洋  

石狩市議会議員 田 口 廣 行  

石狩市議会議員 熊 倉 正 博  

石狩市議会議員 堀   弘 子  

石狩市議会議員 児 島 勝 昭  

石狩市議会議員 長 原 徳 治  

厚田村議会議員 河 合 雅 雄  

厚田村議会議員 石 田   貢  

厚田村議会議員 小 林 順 一  

厚田村議会議員 阿 部 政 二  

厚田村議会議員 田 村 嘉 瑞  

浜益村議会議員 佐々木 友 治  

浜益村議会議員 神 田 一 昭  

浜益村議会議員 岸 本 正 吉  

浜益村議会議員 羽 立 福 光  

第３号委員 

又は 

第４号委員 

（議会選出） 

浜益村議会議員 越 智 正 男  

石狩商工会議所会頭 酒 井 敏 一  

石狩市文化協会事務局員 山 根 利 子  

石狩市ＰＴＡ連合会副会長 村 重 節 子  

石狩市連合町内会連絡協議会会長 佐 藤 豊 治  

石狩市社会福祉協議会会長 小 林 義 行  

一般公募 浅  井  秀  樹  

一般公募 飯  尾  亜紀仁  

一般公募 小  池  弓  夫  

一般公募 坪  田  清  美  

石
狩
市 

一般公募 藤  原  市  子  

厚田村農業委員会委員 伊 藤 一 治  

厚田漁業協同組合代表理事組合長 相 原 一 男  

厚田村商工会会長 沢 田 富 男  

一般公募 鈴  木  日出男  

厚
田
村 

一般公募 桐  山  和  郎  

北石狩農業協同組合理事 後  藤      崇  

浜益漁業協同組合代表理事組合長 中 村 東 伍  

浜益村商工会会長 大 山 弘 行  

浜益村自治会連合会会長 石  橋  千  春  
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第５号委員 

又は 

第６号委員 

（学識経験者） 

浜
益
村 

浜益村自治婦人会連絡協議会会長 岸 本 ア イ  

北海学園大学教授 佐 藤 克 廣  第８条第２項 

（共通委員） 北海道石狩支庁地域政策部長 遠 藤 憲 治  

 

厚田村代表監査委員 土 門 隆 一  
監査委員 

浜益村代表監査委員 北 嶋 富 作  

 



合 併 協 議 項 目 の 概 要 
協  議  項  目 主   な   内   容 

基本的協議項目 
１ 合併の方式  市町村合併は、合併特例法の適用や合併の手続き（形式）などの違い

から、「新設合併」と「編入合併」に区分され、協議・検討の方法も一
部異なることから、協議を円滑に進めるためにも、早期に決定する必要
があります。 
「新設合併」…旧の市村を廃して、その区域に新しい市が誕生すること 
「編入合併」…一つの市村の区域に他の市村の区域が加わること 

２ 合併の期日  合併協議会による調印日でも、各議会の議決日でもなく、新市として
施行する日です。 
 新市が誕生するまでには、さまざまな協議事項の確認、住民の合意形
成が必要となるうえ、市村・道議会の議決などの手続きにかなりの期間
を要するため、期日については慎重に決定する必要があります。 

３ 新市の名称  新設合併の場合は、合併関係市村が全て廃止されるため、新市の名称
を決める必要があります。 

４ 新市の事務所の位置  新設合併の場合は、合併関係市町村が全て廃止されるため、新市の本
庁舎の位置を決める必要があります。事務所の位置は、住民の利便性、
交通事情、関係官公署との関係等を十分に考慮する必要があります。 

５ 財産の取扱い  原則的には、合併関係市町村が持っていた土地、建物、債権、債務な
どは新市に引き継ぐことになります。 

特例法に規定されている協議項目 
６ 議会議員の定数及び任期の

取扱い 
 新設合併の場合は合併関係市村の全議員、編入合併の場合は編入され
る市町村の議員が身分を失うこととなりますが、合併後一定期間に限り、
議員定数、任期に関する特例措置が定められていますので、この取扱い
について協議する必要があります。 

７ 農業委員会委員の定数及び
任期の取扱い 

 新設合併の場合は合併関係市村の全委員、編入合併の場合は編入され
る方の委員が身分を失うのが原則ですが、合併後一定期間に限り、委員
定数、任期に関する特例措置が定められていますので、この取扱いにつ
いて協議する必要があります。 

８ 地方税の取扱い  市町村民税、固定資産税、軽自動車税など、合併前の市村で、税目・
税率に違いがある場合、合併後急に税金が高くなったりしないよう、5
年間は不均一の課税をすることができることとされていますので、この
取扱いについて協議する必要があります。 

９ 一般職員の身分の取扱い  合併後、旧市村の法人格が消滅した場合は、一般職の職員は当然失職
することになりますが、合併特例法では、引き続き新市の職員として身
分を保障するよう定められていますので、その取扱いについて協議する
必要があります。 

10 地域審議会の取扱い  合併特例法において、新市の均衡ある発展のため、また、地域の実情
に応じた施策の展開のために、地域審議会を設置することができること
から、設置の有無、構成員の定数及び任期等について協議する必要があ
ります。 

11 新市建設計画  新市のマスタープランと呼ばれるもので、新市のまちづくりのための
基本方針、基本方針を実現するための主要事業、公共施設の統合整備及
び財政計画を中心に策定します。合併特例法で規定されており、法定協
議会で作成する必要があります。 

その他必要な協議項目 

12 特別職の身分の取扱い 常勤特別職…市村長、助役、収入役、教育長等 
非常勤特別職…教育委員、選挙管理委員等 
 新設合併では、首長をはじめ特別職は全員失職し、編入合併では、編
入される市村の特別職は失職することになります。こうした特別職の職
員の処置について協議する必要があります。 

13 条例・規則の取扱い  新設合併の場合、旧市村が消滅し条例・規則は全て失効するので、新
市の条例・規則を定める必要があります。編入合併では、編入される市
町村の条例・規則は、 原則として失効し、基本的には編入する団体の条
例・規則が適用されますが、種々の整備を行う必要があります。 

資料２ 



14 組織及び機構の取扱い  新設合併の際には、条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置す
る必要があります。編入合併の場合は、編入する団体の組織や機構が、
編入される団体の事務に対応できるよう必要に応じて機構改革を行い、
円滑に事務引継ぎができるように措置する必要があります。 
 いずれの場合も、将来の効率的な事務運営につながるよう配慮するこ
とが必要です。 

15 一部事務組合等の取扱い  一部事務組合、機関の共同設置など、合併が行われた場合は、脱退、
加入の手続きや規約変更等の手続きが必要となります。 

16 使用料・手数料等の取扱い  各種施設使用料、証明手数料など、各市村間の同一目的の施設や事業
等について、使用料や手数料が違う場合は、予めその取扱いについて調
整しておく必要があります。 

17 公共的団体等の取扱い  社会福祉協議会、商工会など、合併後、新市としての一体感を醸成す
る上からも統合されるのが理想的であり、これら団体ごとへの働きかけ
の基本方針について協議します。 

18 補助金・交付金等の取扱い  団体への補助金など、各種団体に交付している補助金等について、合
併に際して制度の調整が必要になります。 

19 町名・字名の取扱い  町や字の区域の設定や廃止、名称の変更などについて協議しておく必
要があります。 
 地域の歴史や文化に関連が深い項目であり、住民の愛着等を考慮しな
がら調整する必要があります。 

20 慣行の取扱い  市村章、市村の憲章・花・木、行事などの慣行については、伝統文化
との結びつきも考慮し、その取扱いについて協議する必要があります。 

21 診療所の取扱い  合併後の診療所の運営に関する取扱いについて調整する必要がありま
す。 

22 国民健康保険事業の取扱い  旧市村間で保険給付の内容や保険料等が異なる場合、新市の住民の間
で不均衡が生じないよう調整する必要があります。 

23 介護保険事業の取扱い  旧市村間で保険給付の内容や保険料等が異なる場合、新市の住民の間
で不均衡が生じないよう調整する必要があります。 

24 行政連絡機構等の取扱い  行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、不均衡が生じ
ないよう、合併後のあり方を協議する必要があります。 

25 公社・第三セクターの取扱
い 

 公社、第三セクターについては、その経営状況を含め情報を開示した
うえで、合併後の組織のあり方等について協議する必要があります。 
 上記以外に旧市村で実施している各種事務事業のなかで、合併に伴い
住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについ
て、将来の住民サービスを考慮しながら、調整する必要があります。 
 新設合併の場合は、３市村の事務事業の一つずつについて、どの制度
や取扱いを採用するか、または、新たな制度や取扱いを創設するかなど
の調整を検討する必要があります。編入合併の場合には、編入先団体と
編入団体の事務事業の制度や取扱いに相違がある場合について、調整を
行う必要があります。 
 調整が必要な事務事業については現在調整中ですが、主なものは次の
とおりです。 

26 各種事務事業の取扱い 

電算システム関係 
広報広聴関係 
納税関係事業 
消防防災関係事業 
交通関係 
窓口業務 
人権対策事業 
保健衛生事業 
障害者福祉事業 
高齢者福祉事業 
児童福祉事業 
保育事業 
その他福祉事業 
健康づくり事業 

ごみ収集運搬業務事業 
環境対策事業 
農林水産関係事業 
商工・観光関係事業 
建設関係事業 
上・下水道事業  
小中学校・幼稚園の通学区域等 
学校教育事業 
文化振興事業 
社会教育事業 
社会福祉協議会 
地域情報化関係事業 
その他事業 

 



資料３ 

合 併 協 議 項 目 一 覧 （参 考） 

市 町 村 名 あきる野市 篠山市 新潟市 西東京市 潮来市 さいたま市 

人      口 77,861人 44,752 人 518,374人 175,073 人 32,133人 968,999 人 

合 併 年 月 日 H7. 9. 1 H11. 4. 1 H13. 1. 1 H13. 1.21 H13. 4. 1 H13. 5. 1 

01 合併の方式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

02 合併の期日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

03 新市(町村)の名称 ○ ○  ○ ○ ○ 

04 新市（町村）の事務所

の位置 
○ ○  ○ ○ ○ 

05 財産の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

06議会の議員の定数及び

任期の取扱い 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

07 農業委員会の委員の定

数及び任期の取扱い 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

08 地方税の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

09 一般職の職員の身分
の取扱い 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 特別職の身分の取扱
い 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 条例、規則等の取扱い ○ ○  ○ ○ ○ 

12 事務組織及び機構の

取扱い 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13 一部事務組合等の取
扱い 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 使用料、手数料等の取
扱い 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15 公共的団体等の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16 補助金、交付金等の取
扱い 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 町名・字名の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 慣行の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19 国民健康保険事業の
取扱い 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20 介護保険事業の取扱い    ○  ○ 

21 消防団の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22 行政区の取扱い  ○   ○  

23 諮問機関の取扱い      ○ 

24 水道企業団の取扱い      ○ 

25 各種事務事業の取扱い ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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26 新市（町村）建設計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ この一覧は協定書に項目立てしているものを形式的に拾い上げたものであり、それぞれの合併協定書によっては
内容的に項目の統一をしているために○印の付いていない項目もある。 



 
  資料４ 

専門部会及び分科会 
まちづくり専門部会   

行 財 政 専 門 部 会 
    
    
 

住 民 福 祉 専 門 部 会     
   

経 済 産 業 専 門 部 会      

建 設 水 道 専 門 部 会     

教 育 文 化 専 門 部 会  
 

議 会 専 門 部 会  

分 

 

 

科 

 

 

会 

 

〈専門部会の役割〉 ①石狩市、厚田村、浜益村の合併に関する協議 

専門的な協議と調整 ②新市建設計画の作成 

 ③その他合併に関して必要な事項 

協 議 会 
４５名

〈協議会の役割〉 

①石狩市、厚田村、浜益村の合併に関する協議 

②新市建設計画の作成 

③その他合併に関して必要な事項 

幹事会 
９名

〈幹事会の役割〉 

①協議会への提案事項の協

議、調整 

②その他合併に関して必要

な事項の協議、調整 

小委員会 
 
・協議会から付託
された事項につい
て調査、審議 

事務局 
５ 名

〈事務局の役割〉 

①協議会の会議の

運営 

②協議会の資料作

成 

③協議会の広報 

④協議会組織の総

合的な連絡調整 

⑤協議会の庶務、そ

の他 

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会 
 

監査委員 
２名

・協議会の出納監査 

■組織図 

まちづくり 

総務 

文化・歴史

戸籍・医療 

公園・緑地 

職員 情報管理 広報広聴 

財政 会計 税務 

福祉 

国保 

農業 

建設 

行政委員会 

消防・防災

住民生活 健康 

介護 環境衛生 

水産 

商工 観光 

都市 上水道 下水道 

教育総務 学校教育 社会教育 

議会事務局 

報告 
付託 

報告 

協議・調整

協
議
・ 調整 

協議・調整

報告・提案 

庶
務 

庶務 
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石狩市・厚田村・浜益村合併協議会事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協力して処理する事務】 

・協議会、小委員会及び幹事会の庶務、各専門部会・分科会との連絡調整 

・合併協議項目の協議に関すること 

・各団体の合併担当セクションとの連絡調整、意見交換 

・合併協議に関する情報の収集 

・協議会だよりの企画編集、ホームページの運用管理 

・その他協議会の運営全般に関して必要な調整、資料の作成・編集     など 

 

 

 

 

 

(1)庶務及び会計に関するこ

と 

(2)協議会の会議に関するこ

と 

(3)合併に関する資料の編さ

ん・調整等に関すること 

(4)国及び北海道との連絡調

整に関すること 

総 務 班 

 

 

 

 

(1)新市建設計画に関すること 

(2)財政計画に関すること 

計 画 班 

 

 

 

 

(1)各種事務事業の取扱い及

び調整に関すること 

調 整 班 

事務局長 

事務局次長 

 

■事務局体制図 
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住民 

住民参加 
と 

計画への反映 

 
ワーク 

ショップ 

パブリック

コメント

住民意識調査・ 

アンケート 

ホームページ 
へのメールに

よる意見

15 年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

16 年
１月

２月

３月

17 年

３月

協議会 

（協議の概要） 

合併協議項目、

将来構想、 

新市建設計画 

の協議・決定 

 

  ※毎月開催 

幹事会 
 
 協議会 
提案事項 
の協議、 

調整 

専門部会 

 分科会 

 

合併に 

関して 

必要な 

事柄の 

専門的 

な協議 

や調整 

合併の是非の判断 

 
 

新
市
建
設
計
画 
 

 
将
来
構
想 
 

事
務
事
業
の
一
元
化
・ 
調
整
方
針 
の
決
定 

 
 

協議状況や
内容の 

お知らせ 
（ 住 民 へ の 周 知 ）

 
① 
ホームページ 
（毎月更新） 
 
 
② 
協議会だより 
（協議会開催
ごとに発行） 
 
 
③ 
将来構想、 
新市建設計画 
ダ イ ジ ェ ス ト
版 
の作成・配布 
 
 
④ 

住民説明会 
（将来構想） 

 

⑤ 
シンポジウム 

 

 

⑥ 
各市村の 
広報誌、 
ホームページ 

 

 

⑦ 
各市村の 
地域懇談会等 

 

 

 

合併協議項目 

報告・協議

 

合併協定書（案）の作成 

合併協議会の設置 

 
財
政
計
画 
 

シンポジウム 

 将
来
構
想
の
策
定
・
新
市
建
設
計
画
の
策
定 

行
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
・
財
政
計
画
の
策
定

住民説明会 

 

 

 

 

 

【基本的協議項目】 
合併の方式・期日、新市の名称・事務所の位置、財産の取扱い 

【合併特例法の協議項目】 
議会議員の定数及び任期の取扱い、農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 
地方税、一般職員の身分、地域審議会の取扱い 
新市建設計画 

【その他必要な協議項目】 
特別職の身分の取扱い 
条例・規則、組織及び機構の取扱い 
一部事務組合等、使用料・手数料等、公共的団体等、補助金・交付金等の取扱い 
町名・字名、慣行の取扱い 
診療所の取扱い、国民健康保険事業、介護保険事業の取扱い 

行政連絡機構等、公社・第三セクター、各種事務事業の取扱い 

合併協議項目の 
主な内容

 
■合併協議の進行イメージ 



 

                           
 
 

 

 

 

 

 

合併の是非の判断  

事務の一元化作業 

将来構想 
基礎調査 

行財政 
シミュレーショ

 

主要事業調査 事務事業 
現況調書 

・基礎的データの収
集、整理 
・３市村総合計画
（基本構想）の集
約、整理 
・各市村実態観察調
査（現地調査）の実
施 
・市村長ヒアリング
・３市村担当部署と
のヒアリング 
・ワークショップに
よる住民参加 
・パブリックコメン
トの実施 
・新市将来構想素案
の検討、策定 
・住民意識調査の設
計、実施 

行政事務の 
精査・調整 

主要プロジェク
ト調査 

協議会における合併協議項目の調整  ⇒ 決定（順次実施）  

現状分析による
検討課題の作成

三市村行政内容
現況調書の作成

・３市村事務事業の

比較検討、課題の抽
出 

・既存の独自施策の

取扱いの検討 

・調整方針の検討と

確定 

・事務事業現況調書
への整理、記入 

事務事業 
一元化調書 

新市将来構想  

新市建設計画 

財政計画 
の策定 

【将来構想の概要】  
◇合併の効果 

◇基本理念 

◇新市の将来像 

◇新市建設重点 

プロジェクト 

【新市建設計画の概要】  
◇新市の基本方針 

◇基本方針実現のための 

主要事業計画 

◇公共的施設の 

適正配置と整備計画 

◇新市財政計画 

ワークショップ 
パブリックコメント

住民意識調査  

３市村
の行政 

３市村 
の議会 

３市村 
の住民 

３市村研究会における作業  

将来構想、新市建設計画の作業事務事業一元化の作業  行財政の運営計画  
に関する作業 

・基本的事項の把握
・現状分析に基づい
た課題の検討 

・主要データ、指標
の把握 
・行財政制度、運用
状況の現況把握 

・３市村の既存計画

に基づく建設事業

の集約、整理 

・新市主要事業の検

討、確定 
・年次計画（割り付

け）、財源措置の検

討 

・既存プロジェクト

の集約、整理 

・新市におけるプロ

ジェクトの検討、確

定 

・人口、経済規模の
推計 
・行政組織、機構の
検討 
・財政規模の推計 
・職員数、議員数の
推計 

・事務事業一覧の作

成 

・３市村担当職員に

よる事務事業の洗

い出し作業 
・データの集約 

・人口、経済規模の
推計 
・行政組織、機構の
検討 
・財政規模の推計 
・職員数、議員数の
推計 

■各種事業・作業の進行イメージ  

合併協議会における各種事業・作業  

資料７ 



9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

研

究

会

最

終

報

告

書

作

成

３

市

村

で

法

定

協

議

会

設

置

議

案

議

決

・

協

議

書

調

印

式

石

狩

市

・

厚

田

村

・

浜

益

村

合

併

協

議

会

設

置

（

１

日

）

第

１

回

協

議

会

（

　

日

）

第

２

回

協

議

会

第

３

回

第

４

回

第

５

回

第

６

回

第

７

回

第

８

回

第

９

回

事

務

局

設

置

（

６

日

）

職

員

説

明

会

の

開

催

（

下

旬

）

　

　

　

　

　

　

（

　

日

）

協

議

会

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

開

設

協

議

会

だ

よ

り

創

刊

専

門

部

会

・

分

科

会

の

設

置

第

１

回

専

門

部

会

（

下

旬

）

新

市

将

来

構

想

策

定

の

た

め

の

住

民

組

織

検

討

・

立

ち

上

げ

将

来

構

想

（

新

市

建

設

計

画

案

）

の

作

成

将

来

構

想

、

財

政

計

画

（

案

）

を

道

支

援

本

部

に

説

明

将

来

構

想

ダ

イ

ジ

ェ

ス

ト

版

完

成 新

市

建

設

計

画

の

道

支

援

本

部

へ

の

事

前

協

議

将来構想・新市建設計画

事務事業一元化

新例規立案等

合併協議会だより

ホームページ運用管理

住民説明会

その他

研究会

合併協議会

幹事会

専門部会・分科会

協議会事務局　　　等

平成14年度

合併協議準備期 合併協議第Ⅰ期 合併協議第Ⅱ期

各

種

事

業

・

作

業

内

容

等

平成16年度平成15年度

新市将来構想の策定

（STEP３）
新市建設計画の策定（STEP５）

職員によ

る各事務

事業の個

票への

入力作業

事務事業ごとの課題の抽出、調整方針の検討・確定

例規原案の作成

シンポジウム
職員説明会

（事務の流れ）

住民意識調査

新市建設計

画の決定

協定項目の協議・決定

A

群

決

定

B

群

決

定

C

群

決

定

D

群

決

定

E

群

決

定

F

群

決

定

G

群

決

定

H

群

決

定

協

定

書

（

案

）

の

作

成

新市建設計画案

財政計画案の協議

基礎的データの

収集・現況把握

(STEP1)

※研究会現況調書活用

住民説明会

（将来構想）

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会スケジュール

編集方針検

討・デザイン

合併効果の推計

（STEP２）

住民参加と計画への反映（STEP４）

創刊

号
２号

事務事業

洗い出し

作業

（一覧表

の作成）

職員説明

データ

整理分

析、現

況調書

の作成

事務事業一元

化調書の作成

企画・

デザイン
月１回の定期更新

ワークショップの開催

パブリックコメントの実施等

整備一覧

表の作成
例規原案作成調書の作成

調整

方針

の検

討

協議会設置準備

８号 13号

立ち上げ

４号 ６号 ９号 11号３号 ５号 ７号 10号 12号

パブリックコメント

の実施

資料８

第

10

回

第

11

回

第

12

回

第

13

回

第

１

回

幹

事

会
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